
記者配布資料 

 

 記者発表資料（６）                      福 島 市  
 

令和７年１月２１日 

 

パブリック・コメント実施 

 

施策等に関する下記計画の素案について、市民の多様な意見を十分考慮した上で最終的に

決定するために、パブリック・コメントを実施します。 
 

記 
 

１．パブリック・コメント対象案件 ※内容、特徴等については別紙のとおり 
№ 名称 担当課 

1 福島市総合治水計画の策定について 下水道建設課 

 

２．意見の提出期間 

令和７年１月２２日（水）～令和７年２月２５日（火） 

 

３．素案の閲覧方法 

①市ホームページ 

②閲覧場所／下水道建設課、広聴広報課、市民情報室、各支所・出張所、各学習センタ

ー、市民活動サポートセンター、西口行政サービスコーナー、アクティブ

シニアセンター・アオウゼ、こむこむ館、市立図書館、男女共同参画セン

ター 

 

４．意見の提出方法 

  ①市ホームページから専用フォームで 

②上記閲覧場所に備え付けの用紙に必要事項を記入し、持参か専用の封筒で郵送または 

ファクスで 

 

５．意見を提出できる方 

①本市に住所を有する方  

②本市に事務所又は事業所を有する方 

③本市に存する事務所又は事業所に勤務する方 

④本市に存する学校に在学する方 

⑤その他パブリック・コメント制度に係る事案に利害関係を有する方 

 

６．その他 

  いただいたご意見とそれに対する市の考え方については後日公表いたします。 

担当：広聴広報課 

課長 齋藤  課長補佐 松川 

電話 024-563-7488（直通） 

cho 



№ １  
令和７年１月２１日 

  

福島市総合治水計画の策定について 

～パブリック・コメント実施～ 

  都市政策部下水道室    下水道建設課  

目指す姿 
行政・市民・事業者が共創した実効的な浸水対策の推進に
より、安全安心で住みよいまちを目指します 

計画期間 令和７年度（2025年）～ 令和 26年度（2044年） 

 

 

 

 

 

ポイント 

１．総合治水の目標 

 気候変動に伴い 2050年までに降雨量が 1.1倍に増加することを考慮し、今後の雨水対策

では１時間あたり 50ｍｍ/ｈの降雨への対応を目標に、これまでの浸水対策に加えより進ん

だ「流域全体での治水対策」を推進することで、水害による浸水被害の軽減を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

２．総合治水の基本方針 

目標を達成するためには、行政だけでなく、市民・事業者も一緒に考え、共創して対策を

行うことが重要であることから、行政・市民・事業者、それぞれの役割を明確にし、目標を

共有しながら、総合的かつ計画的に浸水対策を推進します。 

   

 

 

３．総合治水対策 

総合治水対策を「流す」「遅らせる」「準備・

回避する」の３つの観点で整理し、早期の対策

実施に向けて、行政による「流す」対策と合わ

せて、市民・事業者と共創した「遅らせる」対

策の強化を図ります。 

 

意見提出期間 令和７年１月２２日 ～ 令和７年２月２５日 

備  考  

 
担当：下水道建設課 計画係 

課長 服部、課長補佐兼係長 遠藤 

電話 024-525-3769（直通） 

cho 

《基本方針》 

行政・市民・事業者が共創し、それぞれの役割で行う浸水対策 


